平成26年９月10日　

　生活介護事業所
就労移行支援事業所
就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業所　　　代表者　様
　地域活動支援センター
　小規模作業所

神奈川県保健福祉局福祉部障害福祉課長　
（　公　印　省　略　）　　　　

「障害者支援施設等との随意契約の事務手続き等に関する要綱」に基づく
「役務の提供に関する契約対象施設等名簿」更新について（通知）

　日頃より、本県の障害福祉施策に御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
　さて、本県においては、「障害者支援施設等との随意契約の事務手続き等に関する要綱」を策定し、障害者支援施設等との役務の提供に関する契約に係る随意契約できる範囲を拡大（別紙参照）しています。
　この度、契約対象となる「役務の提供に関する契約対象施設等名簿」を更新することといたしましたので、名簿登載を希望する事業所につきましては、次のとおり「名簿登載申請書（様式１）」を御提出くださるようお願いいたします。
　なお、現在、名簿に登載されている事業所につきましては、登載事項を確認いただき、変更がある場合は「名簿登載事項変更届出書（様式２）」を、登載を辞退する場合は「名簿登載辞退届出書（様式３）」を御提出ください。

　１　申請方法　次の申請書に必要事項を記入し、記名押印してください。
　　（１）新規申請：名簿登載申請書（様式１）
　　（２）登載事項の変更：名簿登載事項変更届出書（様式２）
　　（３）登載の辞退：名簿登載辞退届出書（様式３）
　　　　※要綱及び申請書様式は神奈川県ホームページに掲載しています。
　　　　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6342/

　２　申請期限　平成26年９月26日(金)　※10月上旬をめどに更新する予定です。

　３　申請先
　　　下記送付先あて、郵送にて御提出ください。

送付先・問い合わせ先
〒２３１－８５８８（住所の記載は省略できます）
障害福祉課社会参加推進グループ　太田
電話　045-210-1111（内線4711）
FAX　045-201-2051
別　紙

「障害者支援施設等との随意契約の事務手続き等に関する要綱」
に基づく随意契約の拡大

１　対象施設
「障害者支援施設等との随意契約の事務手続き等に関する要綱」に基づく「役務の提供に関する契約対象施設等名簿」に登載された次の施設
○生活介護事業所　○就労移行支援事業所　
○就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業所　○地域活動支援センター
○小規模作業所（障害者地域作業所）

２　対象となる業務
清掃やクリーニング等の役務です。
　　ただし、印刷業務（点字印刷は除く。）は対象外となります。

３　随意契約の拡大の範囲
随意契約ができる発注予定額の上限を100万円以下から250万円以下に拡大します。
　　なお、発注予定額100万円以下の役務については、「障害者の雇用に努める企業等からの物品等調達に関する要綱」による随意契約の対象となりますので、名簿登載の必要はありません。
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